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マイナンバーカードの 
保険証利用について 







令和7年12月2日以降 
従来の健康保険証は利用できなくなります。 

令和6年12月2日より従来の保険証は新規発行を終了しており、 
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。 

マイナ保険証をお持ちでない方
は資格確認証で代用できます。 



マイナンバーカードで 

できること できないこと 

・健康保険者証としての利用 
  

・健康保険被保険者証  
・国民健康保険被保険者証 
・高齢受給者証 
・後期高齢医療受給者証 
・保険資格有無の確認 

※上記各種医療証をお持ちの方は受診の際、必ず原本をご持参ください。 

  

・各種医療証の確認 

・乳児医療 ・難病医療 
・精神医療 ・特定疾患 
・更生医療  
・身体障害者医療 
・その他医療証等の確認 

マイナンバーカードで 

  



※マイナ保険証を利用する場合、事前登録が必要です。 
当院でも登録が出来ますが、登録完了までに時間がかかるため
事前登録されることを推奨します。 

顔認証付カードリーダーは、 
3⃣初診受付 
9⃣入退院受付 
救急外来受付 に設置されています。 

救急外来受付 



当院では事前準備・設定されたスマートフォン 
をマイナ保険証としてご利用いただけます。 

2025年9月19日から機器が導入された医療機関で、スマートフォンの
マイナ保険証利用が可能となりました。 

事前準備、設定方法については、 
厚生労働省ホームページをご参照ください。 
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お困りの方は近くの職員へ 
お気軽にお声がけください。 


